
種類 項目
給付
率

A3 1011 90%

A3 1012 80%

A3 1015 70%

A3 1013 90%

A3 1014 80%

A3 1016 70%

A3 1071 90%

A3 1072 80%

A3 1073 70%

A3 1074 90%

A3 1075 80%

A3 1076 70%

A3 1021 90%

A3 1022 80%

A3 1025 70%

A3 1023 90%

A3 1024 80%

A3 1026 70%

A3 1081 90%

A3 1082 80%

A3 1083 70%

A3 1084 90%

A3 1085 80%

A3 1086 70%

A3 1031 90%

A3 1032 80%

A3 1035 70%

A3 1033 90%

A3 1034 80%

A3 1036 70%

A3 1091 90%

A3 1092 80%

A3 1093 70%

A3 1094 90%

A3 1095 80%

A3 1096 70%

(市）訪問型サービス１３・同一３ 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合　×88％ 2,742

(3)1週に2回を
超える程度の
場合

1週当たりの標
準的な回数を
定める場合

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85％ 2,649

(市）訪問型サービス１１・同一３ 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合　×88％

1,669

(市）訪問型サービス１２・同一３ 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合　×88％ 1,728

(2)1週に2回程
度の場合

(市）訪問型サービス１３・同一２

865

(市）訪問型サービス１１・同一２ 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85％ 836

(1)1週に1回程
度の場合

(市）訪問型サービス１３ 3,116

(市）訪問型サービス１３・同一１ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％ 2,804

1,964

(市）訪問型サービス１２・同一１ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％ 1,768

（市）訪問型サービス１１ 983

1月
につき

(市）訪問型サービス１１・同一１ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％ 885

(市）訪問型サービス１２

(市）訪問型サービス１２・同一２ 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85％

【市独自の基準による訪問型サービス】　　　　　　A３　訪問型サービス（独自／定率）サービスコード表　　　　　　　　　　　　柏市

サービスコード

サービス内容略称 算定項目
合成
単位
数

算定
単位



A3 2001 90%

A3 2002 80%

A3 2003 70%

A3 2004 90%

A3 2005 80%

A3 2006 70%

A3 2007 90%

A3 2008 80%

A3 2009 70%

A3 1111 90%

A3 1112 80%

A3 1113 70%

種類 項目
給付
率

A3 1041 90%

A3 1042 80%

A3 1045 70%

A3 1043 90%

A3 1044 80%

A3 1046 70%

A3 1121 90%

A3 1122 80%

A3 1123 70%

A3 1124 90%

A3 1125 80%

A3 1126 70%

A3 1051 90%

A3 1052 80%

A3 1055 70%

A3 1053 90%

A3 1054 80%

A3 1056 70%

A3 1131 90%

A3 1132 80%

A3 1133 70%

A3 1134 90%

A3 1135 80%

A3 1136 70%

1日
につき

1週当たりの標
準的な回数を
定める場合

(1)1週に1回程
度の場合

(市）訪問型サービス１２日割・同一２ 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85％ 54

(市）訪問型サービス１２日割・同一３ 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合　×88％ 56

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85％ 28

(市）訪問型サービス１１日割・同一３ 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合　×88％ 29

(2)1週に2回程
度の場合

(市）訪問型サービス１１日割・同一２

（市）訪問型サービス高齢者虐待防止未実施減算１１

（市）訪問型サービス高齢者虐待防止未実施減算１２

（市）訪問型サービス高齢者虐待防止未実施減算１３

(1)1週に1回程度の場合

(2)1週に2回程度の場合

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％ 58

(市）訪問型サービス初回加算 初回加算 200単位加算

(市）訪問型サービス１１日割・同一１ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％ 30

(市)訪問型サービス１２日割 64

(市）訪問型サービス１２日割・同一１

サービスコード

サービス内容略称 算定項目
合成
単位
数

算定
単位

(市）訪問型サービス１１日割 33

200

契約期間が１月に満たない場合（日割計算用サービスコード）

-31

高齢者虐待防止措置未実施減算 1週当たりの標準的な回数を定める場合

(3)1週に2回を超える程度の場合

-10

-19

1月
につき



A3 1061 90%

A3 1062 80%

A3 1065 70%

A3 1063 90%

A3 1064 80%

A3 1066 70%

A3 1141 90%

A3 1142 80%

A3 1143 70%

A3 1144 90%

A3 1145 80%

A3 1146 70%

A3 2010 90%

A3 2011 80%

A3 2012 70%

A3 2013 90%

A3 2014 80%

A3 2015 70%

A3 2016 90%

A3 2017 80%

A3 2018 70%

-1

1日
につき

（市）訪問型サービス高齢者虐待防止未実施減算１１日割

高齢者虐待防止措置未実施減算 1週当たりの標準的な回数を定める場合

(1)1週に1回程度の場合 -1

（市）訪問型サービス高齢者虐待防止未実施減算１２日割 (2)1週に2回程度の場合 -1

（市）訪問型サービス高齢者虐待防止未実施減算１３日割 (3)1週に2回を超える程度の場合

(市）訪問型サービス１３日割・同一２ 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85％ 88

(市）訪問型サービス１３日割・同一３ 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合　×88％ 91

1週当たりの標
準的な回数を
定める場合

(3)1週に2回を
超える程度の
場合

(市）訪問型サービス１３日割 103

(市）訪問型サービス１３日割・同一１ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％ 93


